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本書は金融商品取引法第24条の５第４項に基づく臨時報告書を、同法第

27条の30の２に規定する開示用電子情報処理組織(EDINET)を使用して、

2026年６月26日に提出したデータを出力・印刷したものであります。 
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１【提出理由】

2026年６月24日開催の当行第123期定時株主総会において決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の

５第４項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出す

るものであります。

２【報告内容】

(1) 当該株主総会が開催された年月日

2026年６月24日

(2) 当該決議事項の内容

第１号議案 剰余金の処分の件

１．期末配当に関する事項

(1) 配当財産の種類

金銭

(2) 株主に対する配当財産の割当てに関する事項およびその総額

当行普通株式１株につき金72円

総額 2,248,167,600円

(3) 剰余金の配当が効力を生ずる日

2026年６月25日

２．剰余金の処分に関する事項

(1) 増加する剰余金の項目およびその額

別途積立金 6,000,000,000円

(2) 減少する剰余金の項目およびその額

繰越利益剰余金 6,000,000,000円

第２号議案 取締役９名選任の件

関光良、古屋賀章、加藤耕一郎、内藤哲也、代永茂樹、流石与志寿、増川道夫、加野理代、市川美

季の９名を取締役に選任する。

第３号議案 監査役１名選任の件

飯島英紀を監査役に選任する。



(3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要

件並びに当該決議の結果

決議事項
賛成数
(個)

反対数
(個)

棄権数
(個)

可決要件
決議の結果及び
賛成割合(％)

第１号議案 246,959 5,140 209 (注)１ 可決 97.73

第２号議案

(注)２

関 光良 206,786 45,320 209 可決 81.83

古屋 賀章 207,272 44,834 209 可決 82.02

加藤 耕一郎 249,399 2,708 209 可決 98.69

内藤 哲也 237,324 14,782 209 可決 93.91

代永 茂樹 249,453 2,654 209 可決 98.71

流石 与志寿 249,455 2,652 209 可決 98.71

増川 道夫 225,052 27,054 209 可決 89.06

加野 理代 225,038 27,068 209 可決 89.05

市川 美季 240,547 11,559 209 可決 95.19

第３号議案

(注)２

飯島 英紀 248,897 3,200 209 可決 98.50

(注) １ 出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

２ 議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議

決権の過半数の賛成による。

(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分および当日出席の一部の株主からの各議案の賛否に関して確認できたものを合計し

たことにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対

および棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。


